
 

令和６年８月 29 日 

第３学年保護者の皆様へ 

雄武町立雄武中学校長 

           辻   正 樹                               

令和６年度修学旅行について（お知らせ） 

 

残暑の候、保護者の皆様におかれましては、本校の教育活動にご理解とご支援を賜り心より感謝申し 

上げます。 

さて、お子様が楽しみにしている修学旅行がいよいよ来週になりました。保護者の皆様には、お子様

の体調管理や旅行の準備等にご協力をいただき大変ありがとうございます。学校では、実施に向けて最

終準備を進めているところです。 

つきましては、３泊４日の修学旅行について、以下のようにお知らせしますのでご理解とご確認のほ

どよろしくお願いいたします。 

記 

 

１ 感染症等に係る対応について 

  

⑴出発前 

 ・感染症に罹患した場合は旅行に参加できません。 

 ・前日に発熱等がある場合は、わかり次第担任か教頭に連絡をお願いします。 

・当日の朝は、必ず自宅で検温し、しおりに記入して登校させてください。また、修学旅行に参加で

きる体調かどうか確認してください。 

・出発まで発熱（37.5 度以上）が継続している場合は、一緒に出発できません。 

・出発（当日の朝を含む）までに発熱等の症状がある場合は、可能な限り病院を受診し、受診及び検

査等の結果を学校（担任）までお知らせください。 

 ・検査等の結果が陰性で症状がなくなった場合は、医師の判断及び保護者と学校で協議した上で、旅

行に参加することを可能とします。旅行団との合流が出発後になる場合は、保護者による移送をお

願いします（費用は保護者負担となります）。 

 

 ⑵旅行中 

 ・体調不良者はバスかホテルで休養させます。 

・発熱（37.5 度以上）の場合は、すぐに保護者の方に連絡を入れさせていただきます。可能な限り病

院を受診させますが、現地に迎えに来ていただきますようご協力ください。旅行団からは離団し、

帰着してもらうことになります（交通費は保険の対象となります。ただし、現地での病院の診断が

必要となります）。 

・修学旅行期間中は、万が一の対応をお願いすることがあります。ご対応できますようご協力くださ

い。尚、迎えに来ていただく方を事前に決めておいていただきたいと思います。 

 

 

 

☆裏面に続きます 



 

２ 修学旅行の延期や中止の判断について 

・前日までに、感染症等による欠席者が、学級閉鎖の基準を超える生徒８名以上または引率教員３名

以上出た場合は、旅行の延期または中止を検討します。この人数を超えない場合は、旅行を実施し

ます（延期する場合は、キャンセル料に加えて新たな旅行代金がかかります）。 

・当日の朝、発熱（37.5 度以上）等の症状が、生徒８名以上または引率教員３名以上にある場合は、

出発を取り止め、旅行の延期または中止を検討します。 

・出発後の旅行中止の判断は感染状況を確認し、教育委員会に連絡した上で判断します。参加できな

かった生徒も含め、生徒８名以上または引率教員３名以上に陽性者等が出た場合は中止することを

基本とします。 

 

３ その他 

 ・感染症（発熱等の症状を含む）等によって旅行に不参加となる場合のキャンセル料は、前日で旅行 

代金の 40％、当日 50％、旅行開始後は 100％となります。また、学校全体で判断し延期する場合は、 

旅行業者との相談となりますが、旅行代金の追加徴収の可能性もありますのでご了承ください。 

 ・今後も感染症等の状況に応じて、計画が変更になる場合がありますのでご了承ください。     


